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提 案 理 由  口 頭 

  



子どものための予算を大幅に増やし、保育士の増員などの抜本的改善を求める意見書 

 

保育は、だれもが安心して子どもを産み育て働ける社会の実現にとって不可欠な社会資

源であり、子どもたちの日々の暮らしと、成長発達を保障するための大切な施設です。  

 政府は、2023 年度から「こども家庭庁」を創設し、社会の真ん中に子ども関連施策をす

えて、その充実・推進を図るとし、予算を倍増すると公言しています。いまこそ保育予算

を大幅に増額し、遅れている保育所等の環境・条件の抜本的改善に踏み出すべきです。 

 この間政府は、保育士等の賃金について改善を進めていますが、保育士の増員を求める

現場の声にはまだ応えられていません。小学校では、40年ぶりに基準が改善され、全学

年で35人を上限とする少人数学級が実現します。ところが、保育所の保育士配置基準

は、久しく改善がなく、４・５歳児の基準（子ども30人に保育士1人）に至っては1948

年の基準制定以降一度も改善されておらず、国際的にも低水準のまま放置されています。  

 子どもの生活と発達する権利を保障するために、予算を増やし、すべての地域で保育を

維持し、さらに拡充させるべきです。  

 よって政府におかれては、保育士の増員をはじめ、保育の基準・施策の抜本的な改善を

求め、以下について実施されるよう求めます。 

１． 子どもたちの命を守り、保育を充実させるために、子どものための予算を大幅に増や 

すこと。 

２．保育職員配置基準・施設基準を抜本的に改善し、政府の責任で必要な措置を講じるこ

と。   

３．保育にかかわる公費負担を引き上げ、職員の賃金と処遇を抜本的に改善すること。 

４．すべての子どもの保育料を無償にするとともに、給食費などの保育に必要な費用も無 

償化の対象にすること。 

  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 
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